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あなたの想い、道政・町政に届け！

統一地方選挙
　統一地方選挙は、地方公共団体の長と議会の議員の選挙を全国的に期日を統一して行う選挙で、有権者の
選挙への意識を全国的に高め、また、選挙の円滑かつ効率的な執行を図る目的で、昭和22年から４年ごとに
行われ、今年は第20回目となります。
　これからの道政・町政に関わる大切な選挙になりますので、忘れずに投票に行きましょう。

　期日前投票期間中は「まくバス」「さつバス」ともに休まず運行します。
　期日前投票にコミバスに乗ってお越しいただいた方は、往復の運賃が
『無料』になりますので、ぜひ利用ください。投票に来る際は、乗務員に入
場券を見せていただくことで無料に、投票後は投票所で無料乗車券をお
渡ししますので、事務従事者にお声掛けください。
【コミバスが利用可能な投票所】
・役場（No.11 役場前停留所での利用が便利です。）
・札内コミュニティプラザ（No.1 札内支所前停留所での利用が便利です。）

コミバスde選挙！コ
ミ
バ
ス
に
乗
っ
て

期
日
前
投
票
に
行
こ
う
！ ※投票日（４月９日㊐、４月23日㊐）は運行しません。

選挙管理委員会事務局（☎0155-54-5400）

投票所には投票所入場券をお持ちください投票所には投票所入場券をお持ちください
　投票所入場券は、２人分の入場券を１枚にまとめた圧着は
がきで、３月23日㊍まで（町長・町議選は４月18日㊋まで）に
郵送します。
　中を開いて１人分ずつ切り離し、それぞれの名前、投票所
などを確認の上、投票所にお持ちください。
※配達の都合により、２～３日程度遅れる場合があります。

投票所入場券が届かない・紛失した場合
でも、投票することができます。
投票所の事務従事者に申し出ください。
※口頭での本人確認（氏名、住所、生年月
日など）が必要となります。

期日前投票・不在者投票を利用ください期日前投票・不在者投票を利用ください

　期日前投票は、投票区にかかわらず次のどの投
票所でも投票することができます。（入場券をお持
ちください。）
▶投票所
役場　１階ロビー
忠類コミュニティセンター　児童室
札内コミュニティプラザ　集会室１・２

▶時間　　
午前８時30分～午後８時（土日も同じです。）

▶期間　　
北海道知事選挙　　　３月24日㊎～４月８日㊏
北海道議会議員選挙　４月１日㊏～８日㊏
幕別町長・議会議員選挙  ４月19日㊌～22日㊏

▶幕別町以外の選挙管理委員会における不在者投票
1幕別町選挙管理委員会に直接または郵便で投票用
紙などを請求します。

2交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日
前日までに投票する選挙管理委員会に出向きます。

▶指定病院等における不在者投票
指定病院等※に入院している場合は、病院長等を通じ
て投票用紙などを請求することができ、投票は病院
長等の管理する場所で行います。

※選挙管理委員会から指定されている病院・老人ホームなどです。

▶郵便等投票
　身体障害者手帳などをお持ちの方で要件に該当する場
合は、郵便投票をすることができます。詳細は町ホーム
ページをご覧いただくか、問い合わせください。

期日前投票期日前投票 不在者投票不在者投票

統一地方選挙

　平成17年４月10日以前に生まれた方で、令和４年12月22日（道議選挙は令和４年12月30日）までに転入届出を
済ませ、引き続き３カ月以上幕別町に住所がある方

※上記の要件を満たしている方でも、北海道外に住所を移転した場合は、投票することができません。北海道内に
住所を移転した場合は、「引き続き道内に住所を有する旨の証明書」の提示があれば投票することができます。
※令和４年12月23日（道議選挙は令和４年12月31日）以降に転入の届出をした方は、幕別町では投票することが
できませんので、前住所地の選挙管理委員会に問い合わせください。

幕別町で投票できる方幕別町で投票できる方

４月９日㊐
 午前７時～午後８時

北海道知事選挙 （３月23日㊍告示）

北海道議会議員選挙（３月31日㊎告示）

　平成17年４月24日以前に生まれた方で、令和５年１月17日までに転入届出を済ませ、引き続き３カ月以上幕別
町に住所がある方

※上記の要件を満たしている方でも、幕別町外に住所を移転した場合は、投票することができません。
※令和５年１月18日以降に転入の届出をした方は、投票することができません。

幕別町で投票できる方幕別町で投票できる方

４月23日㊐
 午前７時～午後８時

幕別町長選挙 （４月18日㊋告示）

幕別町議会議員選挙（４月18日㊋告示）

統一地方選挙に関する情報は、統一地方選挙に関する情報は、
町ホームページで確認できます。町ホームページで確認できます。

トップページ＞町政情報＞選挙＞幕別町選挙管理委員会＞第20回統一地方選挙（令和５年４月執行）のお知らせ
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教育委員会学校教育課学校教育課係（☎0155-54-2006）

　
「
全
国
体
力
・
運
動
能
力
、運
動

習
慣
等
調
査
」は
、児
童
生
徒
の

体
力
・
運
動
能
力
の
状
況
を
把

握
・
分
析
し
、そ
の
向
上
に
つ
い

て
の
施
策
の
成
果
と
課
題
を
検

証
し
、学
校
な
ど
で
の
体
育
・
健

康
に
関
す
る
指
導
な
ど
の
改
善

に
役
立
て
る
こ
と
を
目
的
に
小

学
校
５
年
生
と
中
学
校
２
年
生

を
対
象
に
毎
年
４
月
か
ら
７
月

に
か
け
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

体
力
・
運
動
能
力
に

関
す
る
調
査

　

小
学
校
は
男
子
・
女
子
と
も
に

投
力（
ボ
ー
ル
投
げ
）が
、中
学
校

は
男
子
・
女
子
と
も
に
全
身
持
久

力（
20
ｍ
シ
ャ
ト
ル
ラ
ン
と
持
久

走（
男
子
は
１
５
０
０
ｍ
、女
子

は
１
０
０
０
ｍ
）の
選
択
制
）が

全
国
平
均
を
上
回
る
結
果
と
な

り
ま
し
た
。

　

一
方
、柔
軟
性（
長
座
体
前
屈
）

お
よ
び
跳
躍
力（
立
ち
幅
と
び
）

で
は
、全
国
平
均
を
下
回
り
、課

題
を
残
す
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

体
格
に
関
す
る
調
査

　

身
長
は
小
・
中
学
校
の
男
子
・

女
子
と
も
に
全
国
平
均
を
上

回
っ
て
い
ま
す
。

　

体
重
は
小
・
中
学
校
の
男
子
は

全
国
平
均
を
上
回
っ
て
い
ま
す

が
、小
学
校
の
女
子
は
全
国
平
均

と
お
お
む
ね
同
様
と
な
り
、中

学
校
の
女
子
は
全
国
平
均
を
下

回
っ
て
い
ま
す
。

運
動
習
慣
に
関
す
る

質
問
紙
調
査

　

質
問
紙
調
査
の
項
目
の
中
で

「
運
動
が
好
き
」「（
保
健
）体
育
の

授
業
が
楽
し
い
」と
回
答
し
た
割

合
は
小
・
中
学
校
の
男
子
・
女
子

と
も
に
全
国
平
均
を
ほ
ぼ
上
回

り
、「（
保
健
）体
育
の
授
業
で
目

標
を
意
識
し
て
学
習
す
る
こ
と

が
で
き
て
い
る
」と
回
答
し
た
割

合
も
全
国
平
均
を
上
回
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、運
動
へ
の
興
味
の

高
さ
が
う
か
が
え
る
結
果
と
な

り
ま
し
た
。

◆体格に関する調査結果（全国との比較）

項目
小学校５年生男子 小学校５年生女子
身長 体重 身長 体重

幕別町 139.60cm 36.36kg 141.60cm 35.37kg

全国 139.52cm 35.51kg 141.30cm 35.37kg

項目
中学校２年生男子 中学校２年生女子
身長 体重 身長 体重

幕別町 162.69cm 51.49kg 155.67cm 46.24kg

全国 161.05cm 50.45kg 154.92cm 47.09kg

◆体力・運動能力に関する調査結果（全国との比較）
　全国の調査結果に対し、幕別町の結果を比較したものです。
　 上回っている　 おおむね同様　 下回っている

種　目 判定項目
小学校５年生 中学校２年生
男子 女子 男子 女子

 握力 筋力
 上体起こし 筋持久力
 長座体前屈 柔軟性
 反復横とび 敏捷性
 持久走 全身持久力

 20mシャトルラン 全身持久力
 50m走 走力
 立ち幅とび 跳躍力
 ボール投げ 投力

「
全
国
体
力
・
運
動
能
力
、

運
動
習
慣
等
調
査
」結
果

令
和
４
年
度

運動が好き
小学校５年生 中学校２年生
男子 女子 男子 女子

幕別町 91.5％ 93.4％ 91.4％ 90.2％

全道 93.4％ 87.7％ 90.2％ 77.4％

全国 92.4％ 85.9％ 88.9％ 77.3％

◆運動習慣に関する質問紙調査結果（主な
もの）（全道・全国との比較）

　質問に対して、「当てはまる」「どちらかと
いえば当てはまる」と回答した児童生徒の
割合を示したものです。

（保健）体育の授業で目標を意識して学習す
ることができている

小学校５年生 中学校２年生
男子 女子 男子 女子

幕別町 86.0％ 84.7％ 91.6％ 93.7％

全道 84.1％ 83.6％ 85.0％ 82.3％

全国 83.9％ 82.7％ 84.7％ 83.2％

（保健）体育の授業が楽しい
小学校５年生 中学校２年生
男子 女子 男子 女子

幕別町 93.9％ 97.1％ 95.7％ 96.4％

全道 94.1％ 89.8％ 92.6％ 84.7％

全国 94.0％ 89.5％ 90.9％ 83.8％

三ない運動で明るい選挙
～政治家の寄附は禁止！有権者が求めることも禁止！～

▶後援団体の寄附の禁止
　後援団体が、選挙区内にある者に対して設置目的に
より行われる行事などに関する寄附以外の寄附（祝
花、香典、祝儀など）をすると処罰されます。

▶年賀状などのあいさつ状の禁止
　政治家が年賀状などのあいさつ状を出すことは、禁
止されています。
※答礼のための自筆によるものを除きます。

▶あいさつを目的とする有料広告の禁止
　政治家や関係団体が、選挙区内にある者に対して有
料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

選挙管理委員会事務局（☎0155-54-5400）

▶政治家の寄附の禁止
　政治家（候補者、候補者になろうとする人、すでに公
職にある人）は、選挙区内にある者に対して寄附（祝
花、香典、祝儀など）をすると処罰されます。
※自ら出席する冠婚葬祭における祝儀や香典の場合
は罰則が適用されない場合があります。

▶政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
　政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をする
ことは禁止されています。威迫して、あるいは政治家
を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

▶政治家の関係団体の寄附の禁止
　政治家が役職員や構成員である団体が、選挙区内に
ある者に対して政治家の氏名を表示するなどして選
挙に関し寄附をすると処罰されます。

政治家は有権者に政治家は有権者に  寄附を贈らない！寄附を贈らない！

有権者は政治家に有権者は政治家に  寄附を求めない！寄附を求めない！

政治家から有権者への 政治家から有権者への 寄附は受け取らない！寄附は受け取らない！

統一地方選挙

幕別町長および幕別町議会議員選挙の立候補予定者へ

　４月23日㊐に執行される幕別町長および幕別
町議会議員選挙の立候補予定者などを対象に、
立候補届出の手続きなどについての説明会を開
催します。
▶日時　３月23日㊍　午後１時30分
▶場所　町民会館　２階講堂
※会場の都合がありますので、参加できる方は
立候補予定者１人につき、２人以内とします。

立候補予定者の説明会について立候補予定者の説明会について 選挙公営制度について選挙公営制度について

　「選挙運動用自動車の使用」「選挙運動用ビラ
の作成」「選挙運動用ポスターの作成」に係る費
用について、条例で定められた限度額の範囲内
で、幕別町の公費負担を受けることができます。
　公費負担の限度額、手続きの流れなどの詳細
は町ホームページで確認できます。

町ホームページ
選挙公営制度について
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